
○
　
中
小
企
業
緊
急
雇
用
安
定
助
成
金

　
中
小
企
業
者
が
景
気
の
変
動
等
の
理
由
に

よ
り
事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

雇
用
す
る
労
働
者
を
一
時
的
に
休
業
さ
せ
た

場
合
に
、
休
業
調
整
・
教
育
訓
練
に
係
る
休

業
手
当
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
１
年
以
上
事
業
所
等
を
有

す
る
中
小
企
業
主
で
、
国
の
中
小
企
業
緊

急
雇
用
安
定
助
成
金
の
支
給
決
定
を
受
け

た
も
の
。

助
成
内
容
　
新
潟
労
働
局
で
決
定
し
た
支
給

決
定
通
知
書
か
ら
算
出
し
た
中
小
企
業
主

が
負
担
す
る
額
の
２
分
の
１
以
内
の
額
。

（
千
円
未
満
切
捨
て
）
（
対
象
は
、
判
定

基
礎
期
間
の
末
日
が
平
成
23
年
４
月
１
日

〜
平
成
25
年
３
月
31
日
）

○
　
働
く
資
格
取
得
支
援
事
業

　
市
内
の
中
小
企
業
者
や
失
業
者
の
方
な
ど

が
就
業
に
必
要
な
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に

係
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
の
中
小
企
業
者
ま
た
は
失
業

な
ど
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
し
て

い
る
方

助
成
内
容
　
平
成
23
年
４
月
１
日
以
降
に
取

得
し
た
国
家
資
格
や
公
的
資
格
ま
た
は
民

間
資
格
の
取
得
に
係
る
受
講
料
・
受
験

料
・
旅
費
の
２
分
の
１
以
内
の
額

※
た
だ
し
、
１
人
あ
た
り
５
万
円
を
上
限
と

し
、
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
。

※
１
事
業
所
５
人
を
上
限
、
１
人
１
回
ま
で
。

○
　
国
際
規
格
等
認
証
取
得
補
助
金
　

　
国
際
規
格
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
認
証
取
得
お
よ
び

国
際
規
格
に
加
え
て
要
求
事
項
を
追
加
し
た

規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
）
の
認
証
取
得
を
す
る
場

合
に
そ
の
一
部
を
補
助
し
、
経
営
基
盤
の
強

化
を
図
り
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方

助
成
内
容
　
対
象
経
費
は
申
請
料
、
基
本

料
、
審
査
料
、
審
査
員
旅
費
、
登
録
料
と

し
、
補
助
金
額
は
対
象
経
費
の
50
％
以
内

の
額
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）
と
し
、
50

万
円
を
限
度
。

○
　
中
小
企
業
人
材
育
成
補
助
金

　
優
秀
な
人
材
の
育
成
・
確
保
を
推
進
し
、

資
質
の
向
上
や
能
力
開
発
・
技
術
力
の
向
上

等
を
図
り
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方

助
成
内
容

①
　
公
的
機
関
等
が
開
催
す
る
研
修
　

　
対
象
経
費
は
受
講
料
、
旅
費
（
交
通
費
、

宿
泊
費
）
と
し
、
１
人
に
つ
き
対
象
経
費

の
50
％
以
内
の
額
（
千
円
未
満
切
捨

て
）
、
10
万
円
を
限
度
。
た
だ
し
同
一
年

に
一
事
業
所
５
人
、
５
年
を
限
度
。

②
　
事
業
者
が
講
師
を
依
頼
す
る
研
修
　

※
１
事
業
所
５
人
を
上
限
、
１
人
１
回
ま
で
。

○
　
国
際
規
格
等
認
証
取
得
補
助
金
　

　
国
際
規
格
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
認
証
取
得
お
よ
び

国
際
規
格
に
加
え
て
要
求
事
項
を
追
加
し
た

規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
）
の
認
証
取
得
を
す
る
場

合
に
そ
の
一
部
を
補
助
し
、
経
営
基
盤
の
強

化
を
図
り
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方

助
成
内
容
　
対
象
経
費
は
申
請
料
、
基
本

料
、
審
査
料
、
審
査
員
旅
費
、
登
録
料
と

し
、
補
助
金
額
は
対
象
経
費
の
50
％
以
内

の
額
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）
と
し
、
50

万
円
を
限
度
。

○
　
中
小
企
業
人
材
育
成
補
助
金

　
優
秀
な
人
材
の
育
成
・
確
保
を
推
進
し
、

資
質
の
向
上
や
能
力
開
発
・
技
術
力
の
向
上

等
を
図
り
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方

助
成
内
容

①
　
公
的
機
関
等
が
開
催
す
る
研
修
　

　
対
象
経
費
は
受
講
料
、
旅
費
（
交
通
費
、

宿
泊
費
）
と
し
、
１
人
に
つ
き
対
象
経
費

の
50
％
以
内
の
額
（
千
円
未
満
切
捨

て
）
、
10
万
円
を
限
度
。
た
だ
し
同
一
年

に
一
事
業
所
５
人
、
５
年
を
限
度
。

②
　
事
業
者
が
講
師
を
依
頼
す
る
研
修
　

　
対
象
経
費
は
講
師
謝
礼
、
講
師
の
旅
費
お

よ
び
会
場
費
と
し
、
対
象
経
費
の
50
％
以

内
の
額
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）
、
10
万

円
を
限
度
。
た
だ
し
同
一
年
に
１
講
座
、

５
年
を
限
度
。

○
　
見
本
市
等
出
展
小
間
代
補
助
金
　
　
　

　
開
発
し
た
新
製
品
等
を
積
極
的
に
情
報
発

信
し
、
新
規
成
長
市
場
分
野
の
開
拓
、
同
業
種

お
よ
び
異
業
種
と
の
交
流
の
拡
大
、
消
費
者
情

報
等
の
収
集
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
所
を
有

す
る
方
で
、
製
造
業
を
営
ん
で
い
る
方
ま

た
は
物
品
販
売
を
行
う
団
体
。

助
成
内
容
　
対
象
経
費
は
出
展
小
間
料
、
小

間
装
飾
料
、
製
品
運
送
料
、
基
本
工
事
料

お
よ
び
光
熱
水
道
料
と
し
、
１
出
展
に
つ

き
対
象
経
費
の
50
％
以
内
の
額
（
千
円
未

満
切
り
捨
て
）
、
20
万
円
を
限
度
。
た
だ
し

同
一
年
度
に
２
回
ま
で
、
５
年
を
限
度
。

○
　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
支
援
補
助
金

　
企
業
が
求
め
る
優
秀
な
人
材
確
保
を
目
的

に
行
う
学
生
就
業
体
験
（
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
）
を
推
進
し
、
市
内
の
企
業
の
活
性
化
を

図
り
ま
す
。

対
象
者
　
市
内
に
工
場
ま
た
は
事
業
所
を
有

し
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
学
校
の
う

ち
、
大
学
（
学
校
に
置
く
大
学
院
含

む
）
、
短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
ま
た

は
専
門
学
校
の
学
生
を
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
と
し
て
受
け
入
れ
る
事
業
者

助
成
内
容
　
対
象
経
費
は
、
事
業
者
が
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
け
入
れ
に
関
す
る
経
費

負
担
の
う
ち
、
移
動
前
の
出
発
地
か
ら
本

市
ま
で
の
往
路
に
係
る
旅
費
（
10
万
円
程

度
）
、
本
市
に
滞
在
す
る
経
費
（
１
日
に

つ
き
２
千
円
）
。

○
　
信
用
保
証
料
補
給
事
業

　
中
小
企
業
者
が
指
定
金
融
機
関
か
ら
新
潟

県
信
用
保
証
協
会
の
債
務
保
証
付
き
で
融
資

を
利
用
す
る
際
に
発
生
す
る
信
用
保
証
料
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
融
資
お
よ
び
助
成
率
　
佐
渡
市

の
制
度
融
資
（
産
育
・
産
振
）
１
０
０
％
、
そ

の
他
主
な
県
制
度
融
資
・
商
工
貯
蓄
融
資
30
％

※
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
の
融
資
が
対
象

○
　
空
き
店
舗
対
策
事
業
補
助
金
　

　
空
き
店
舗
を
活
用
し
て
新
規
開
業
す
る
際

に
、
改
装
費
や
賃
借
料
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。
（
着
工
前
に
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
）

対
象
者
　
市
内
の
空
き
店
舗
を
活
用
し
、
新

た
に
事
業
を
営
も
う
と
す
る
方
。
た
だ

し
、
１
年
以
上
営
業
を
運
営
で
き
る
方
に

限
り
ま
す
。

※
対
象
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

助
成
内
容

・
改
装
費
　
開
業
前
に
改
装
す
る
補
助
経
費

の
２
分
の
１
以
内
の
額
（
50
万
円
以
上
の

工
事
を
対
象
と
し
、
限
度
額
は
50
万
円
）

・
賃
借
料
　
賃
借
料
の
２
分
の
１
以
内
の
額

（
限
度
額
は
１
月
あ
た
り
５
万
円
）

★
対
象
業
種
が
定
め
ら
れ
て
い
る
事
業
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
　

市
役
所
観
光
商
工
課
　
商
工
振
興
係
・
企
業

誘
致
係
（
第
２
庁
舎
）
☎
63
―
５
１
１
６

商
工
業
事
業
者
を
支
援
し
ま
す
！

ご
利
用
く
だ
さ
い
　
　
〜 

平
成
24
年
度
商
工
業
事
業
者
支
援
事
業 

〜
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